
令和８年度川崎市立学校介助員派遣業務 仕様書 
 
１ 派遣業務の目的 

本派遣業務は、川崎市立学校の障害のある児童生徒に支援を行うことを目的とする。 
 
２ 就業場所等 

就業場所・組織単位、指揮命令者、派遣人員数、派遣期間・派遣料算出期間、就業予定

時間数は、別紙１記載のとおりとする。 
   
３ 勤務日・勤務時間 
（１）勤務日は、学校課業日とし、原則として国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日、日曜日及び土曜日（以下「週休日」という。）のほか学校

における休業日は含まない。ただし、行事等の実施のため年間数日は、週休日等を勤務

日とする場合がある。 
（２）勤務時間は、概ね午前８時００分から午後５時００分までの間の４時間以上７時間４

５分以内とする（休憩時間を除く。） 
 
４ 派遣労働者の行う業務内容 
（１）派遣労働者は次の各号に掲げる業務を行う。なお、役職は有さない。 

ア ノートテイク、教員の指示の復唱など学習指導の補助に関すること（教員の代替と

しての科目指導を除く。）。 
イ 車いす等での移動介助などに関すること。 
ウ 排泄、着替え、食事の介助などに関すること（食事の介助には、ミキサー食の作成

やハサミによる食事のカット等を含む。）。 
エ 校外行事における介助などに関すること（宿泊を伴う校外行事は除く。）。 
オ 薬品や刃物を使用した学習における付添、教室を飛び出した児童生徒の居場所確

認などの安全配慮に関すること。 
カ 支援状況の報告に関すること。 
キ 支援方法に関する打合せなどに関すること。 
ク その他学校生活全般において必要な介助に関すること（摘便や点滴投与等の医療

的行為を除く。）。 
（２）４（１）に規定する業務を行う対象の児童生徒（以下「介助対象児童生徒」という。）

は、原則として派遣労働者別に特定の１名とする。ただし、発注者が別途指示する場合、

同じ学校の別の児童生徒に対して４（１）の規定による業務を行うものとする。また、

介助対象児童生徒が転学や休学等により長期間不在の場合、発注者は受注者と十分に

協議の上、就業場所及び介助対象児童生徒を変更することができるものとする。 



 
５ 派遣労働者の資格等 
（１）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に定められている次の各号のい

ずれにも該当しない者 
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 
イ 川崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 
ウ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から第６

３条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者 
エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
（２）心身ともに健康で、１年間配置を継続できる者 
（３）障害のある児童生徒等の支援について十分能力がある者 

福祉関係の資格（ヘルパー等）もしくは教育関係の資格（教員免許、保育士等）を保

有していることが望ましい。 
（４）教職員や児童生徒、保護者と積極的にコミュニケーションを図ることができる者 
（５）社会人としてのマナーやモラルが十分に身についている者 
（６）業務の遂行に当たって、発注者の職務上の指示に忠実に従うことができる者 
 
６ 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は６０歳以上の者に限定するか否かの別 

限定はしない。 
 
７ 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別 

限定はしない。 
 
８ 受注者の行う業務等 
（１）受注者は次の各号に掲げる業務を行う。 

ア 派遣法により義務づけられている諸手続を誠実に行うこと。 
イ 労働関係法上の全ての責任を果たすとともに、適切な教育指導、指揮監督を行うこ

と。 
ウ 派遣労働者に対して業務履行に必要な研修を実施する等、確実な業務の履行を図

ること。研修は学校内の教職員との連携方法や児童生徒への対応方法について、年４

回程度実施すること。 
エ 発注者が業務の履行に問題があると判断した場合、受注者は速やかに改善を図る

ものとする。 
オ 毎月の業務を完了したときは、速やかに業務完了報告書を発注者に提出すること。 



（２）業務の履行に要する一切の費用（校外行事における派遣労働者の交通費や見学料や排

泄・食事の介助に係る消耗品を含む。）は、受注者の負担とする。 
 
９ 受注者の業務に関わる遵守事項 
（１）派遣労働者を派遣する上で必要な体制を整備し、その体制を発注者に提示すること。 
（２）業務全般について、誠意と責任を持って遂行すること。 
（３）本業務の状況確認等のため受注者が就業場所に行くときには、発注者に報告すること。 
（４）守秘義務 

ア 市立学校への派遣という特殊性を考えて、受注者及び派遣労働者は、業務遂行上知

りえた個人情報等の秘密は第三者に漏らしてはならない。 
イ 前項の規定は、本契約終了後も継続する。 

 
１０ 福利厚生 

発注者は、受注者の派遣労働者に対して、発注者の教職員が利用する施設及び設備を

利用できるよう便宜を図るものとする。 
 
１１ 発注者が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 

発注者は、派遣期間の途中で受注者の派遣労働者に対し、雇用の勧誘、又は雇用をし

てはならない。本契約期間の終了後、発注者が受注者の派遣労働者を雇用する場合には、

事前に受注者に申し出るものとする。 
 
１２ 検査及び派遣料の支払い 

派遣料は、各月ごとに支払うものとし、受注者は業務完了報告書報告書に記載した時

間数から計算した金額と消費税相当額を発注者に対し請求するものとする。なお、時間

数から計算した金額と消費税相当額に１円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるも

のとする。 
 
１３ その他 
（１）発注者は、受注者に依頼し、受注者及び派遣労働者の同意により、予定した就業日及

び就業時間を変更することができる。 
（２）本業務は、令和８年 12 月 25 日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業 

者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第 69号）、 
いわゆる「こども性暴力防止法」に規定する犯罪事実確認等の措置を講ずる対象であり、 
法施行に当たり、発注者と協議し対応すること。 



別紙１

no. 学校名 所在地 連絡先

1 川崎市立大師小学校 川崎市川崎区東門前2-6-1 044-288-2392 川崎市立大師小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

2 川崎市立渡田小学校 川崎市川崎区田島町14-1 044-344-4932 川崎市立渡田小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

3 川崎市立小田小学校 川崎市川崎区小田 4-12-24 044-333-3300 川崎市立小田小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

4 川崎市立新町小学校 川崎市川崎区渡田新町3-15-1 044-322-2495 川崎市立新町小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

5 川崎市立御幸小学校 川崎市幸区遠藤町１ 044-511-4317 川崎市立御幸小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

6 川崎市立井田小学校 川崎市中原区井田中ノ町29-1 044-766-3992 川崎市立井田小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

7 川崎市立上丸子小学校 川崎市中原区上丸子八幡町 815 044-411-2221 川崎市立上丸子小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

8 川崎市立下小田中小学校 川崎市中原区下小田中3-35-1 044-777-5103 川崎市立下小田中小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

9 川崎市立新城小学校 川崎市中原区下新城1-15-1 044-766-2236 川崎市立新城小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

10 川崎市立大谷戸小学校 川崎市中原区上小田中 1-27-1 044-777-6412 川崎市立大谷戸小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

11 川崎市立子母口小学校 川崎市高津区子母口730 044-777-0842 川崎市立子母口小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

12 川崎市立橘小学校 川崎市高津区千年 1024 044-766-4503 川崎市立橘小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

13 川崎市立新作小学校 川崎市高津区新作1-9-1 044-877-6565 川崎市立新作小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

14 川崎市立久本小学校 川崎市高津区久本3-11-3 044-822-9331 川崎市立久本小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

15 川崎市立高津小学校 川崎市高津区溝口 4-19-1 044-822-2630 川崎市立高津小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

16 川崎市立西梶ケ谷小学校 川崎市高津区梶ヶ谷2-14-1 044-888-0505 川崎市立西梶ケ谷小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

17 川崎市立久末小学校 川崎市高津区久末647 044-777-6533 川崎市立久末小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

18 川崎市立南野川小学校 川崎市宮前区南野川2-12-1 044-788-5500 川崎市立南野川小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

19 川崎市立富士見台小学校 川崎市宮前区宮前平2-18-3 044-888-0189 川崎市立富士見台小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

20 川崎市立菅生小学校 川崎市宮前区菅生1-5-1 044-977-0953 川崎市立菅生小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

21 川崎市立稲田小学校 川崎市多摩区宿河原 3-18-1 044-911-7041 川崎市立稲田小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

22 川崎市立中野島小学校 川崎市多摩区中野島3-12-1 044-911-3338 川崎市立中野島小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

23 川崎市立下布田小学校 川崎市多摩区布田23-1 044-944-5448 川崎市立下布田小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

24 川崎市立長沢小学校 川崎市麻生区東百合丘 2-24-7 044-954-5144 川崎市立長沢小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

25 川崎市立南百合丘小学校 川崎市麻生区王禅寺1-26-1 044-966-6376 川崎市立南百合丘小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

26 川崎市立東柿生小学校 川崎市麻生区王禅寺東6-3-1 044-988-0017 川崎市立東柿生小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

27 川崎市立王禅寺中央小学校 川崎市麻生区王禅寺東4-14-1 044-988-9700 川崎市立王禅寺中央小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

28 川崎市立柿生小学校 川崎市麻生区片平3-3-1 044-988-0019 川崎市立柿生小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

29 川崎市立栗木台小学校 川崎市麻生区栗木台 5-15-1 044-987-4633 川崎市立栗木台小学校　学校長 1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

1人以上 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 1,142

計 35,402

就業予定時間数
就業場所・組織単位

指揮命令者 派遣人員数 派遣期間・派遣料算出期間

30 川崎市立今井中学校　学校長044-722-1458川崎市中原区今井仲町7-1川崎市立今井中学校


